
資料２－２

鳥取県廃棄物処理計画策定スキーム

１ 計画年度
平成２３年度から平成２７年度まで
【参考】現計画の計画年度：平成１８年度から平成２２年度まで

２ 位置付け
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第５条の５に基づき策

定する法定計画。

【廃棄物処理法】
第５条の５ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他

その適正な処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。

２ 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の

減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１）廃棄物の発生量及び処理量の見込み

（２）廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項

（３）一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

（４）産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項

（５）前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項

３ 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境

基本法第４３条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴か

なければならない。

【体系図】
鳥取県 国

環境基本条例（H8.10） 環境基本法

・自然と人間との共生

・環境への負荷の少ない持続可能な 循環型社会形成推進基本法

社会の構築 循環型社会構築の基本原則

環境基本計画（H11.3制定 H17.2改訂） 廃棄物処理法 資源有効利用促進法

・循環を基調とする経済社会システ 廃棄物の適正処理 資源の循環利用の促進

ムの実現

・自然と人間との共生の確保 循環型社会形成 (完全施行日)

・地球環境保全に向けた活動の推進 推進基本計画 容器包装リサイクル法 H12.4

・すべての主体の連携・協働による 家電リサイクル法 H13.4

環境立県 建設リサイクル法 H14.5

食品リサイクル法 H13.5

【具体的な実施計画】 グリーン購入法 H13.4

環境立県ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（H17～19） 廃棄物の減量その他その適正な 家畜排泄物管理適正化 H16.11

処理に関する施策の総合的かつ 利用促進法

環境先進県に向けた 計画的な推進を図るための基本 自動車リサイクル法 H17.1

次世代ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（H20～22） 的な方針《基本方針》

・一般廃棄物の排出抑制、リサイ

クル率の向上

・産業廃棄物の減量・リサイクル

率の向上と適正処理の推進

・環境産業の育成

鳥 取 県 廃 棄 物 処 理 計 画
循環型社会（天然資源の消費を抑制し、環境への不可ができるる限り低減される社会）の実現

○廃棄物の排出抑制 ○リサイクルの推進 ○適正処理の推進



３ 計画の内容（案）
第１章 計画の基本的考え方

１ 計画の位置付け
２ 計画年度 等

第２章 廃棄物の現状と課題
１ 廃棄物の排出、処理の現状
２ 現計画の達成状況の検証
３ 各市町村等、関係団体の取組状況
４ 課題の抽出 等

第３章 循環型社会の構築に向けた施策の基本方針
１ 鳥取県の目指す循環型社会の姿
２ 基本方針 等

第４章 廃棄物の将来予測と目標
１ 一般廃棄物の将来予測と目標（数値目標）
２ 産業廃棄物の減量目標と目標（数値目標） 等

第５章 循環型社会実現への取組
１ 一般廃棄物処理に関する施策の展開
２ 産業廃棄物処理に関する施策の展開
３ 環境産業の育成に関する展開 等

第６章 計画の推進
１ 施策の進捗管理 等

４ スケジュール（案）

審議会･部会

４月

５月

６月

～

９月

１０月

～

１２月

１月

～

２月

３月

事務局

現計画の検証

環境審議会（諮問） 4/23
〃 部会

環境審議会 廃棄物部会

庁内検討会（以後適宜）

環境審議会 廃棄物部会
現地調査（東・中・西）

・意見交換
（市町村、NPO、関係団体等）
・電子アンケート（県民）

課題の抽出

処理目標の見直し

環境審議会 廃棄物部会
計画案の決定

パブリックコメント、市町村意見照会

環境審議会 廃棄物部会
計画案の最終決定

環境審議会（答申）

計画案の修正

施策の検討

計画案とりまとめ

適宜、関係者と
協議、意見交換

計画の公表･周知

環境審議会 廃棄物部会
中間報告

産業廃棄物
実態調査
（H21実績）

※ 委員改選後

既存資料の収集、解析


